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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 9日 (2006.11.9)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 食 品 準 備 に 使 用 す る 設 備 を 含 む 、 設 備 に 関 連 し た 手 作 業 に よ る 作 業 の 遂 行 を 自 動 的 に 監
視 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
　 食 品 準 備 で 使 用 す る 少 な く と も 1台 の 設 備 を 備 え 、 前 記 1台 の 設 備 が マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ
・ ベ ー ス の 制 御 装 置 を 装 備 し て お り ；
　 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 に 関 連 し た パ ラ メ ー タ を 感 知 す る こ と が
可 能 な 、 前 記 少 な く と も 1個 の セ ン サ を さ ら に 備 え ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 の 遂 行 を 自 動 的 に 監 視 す る よ う 動 作
可 能 な 、 制 御 論 理 を 実 現 し て い る 制 御 コ ン ピ ュ ー タ を さ ら に 備 え ；
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ と 、 前 記 少 な く と も 1台 の 設 備 お よ び セ ン サ の 一 方 ま た は 両 方 と
の 間 の 通 信 を 可 能 に す る 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 備 え て い る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が 、 通 信 の 少 な く と も 一 部 分 を 無 線 デ ー タ 送 信 に よ っ て 実 行 す る
請 求 項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が さ ら に 、 通 信 の 少 な く と も 一 部 分 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 実 行 す
る 請 求 項 2に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 少 な く と も 1台 の 設 備 が 厨 房 機 器 で あ る 請 求 項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 厨 房 機 器 が フ ラ イ ヤ で あ る 請 求 項 4に 記 載 の シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が 、 通 信 の 少 な く と も 一 部 分 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 実 行 す る 請 求
項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 パ ラ メ ー タ が 、 前 記 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 が 完 了 し た か 否
か に つ い て の 表 示 を 提 供 す る 請 求 項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 パ ラ メ ー タ が 、 前 記 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 が 適 切 に 実 行 さ
れ た か 否 か に つ い て の 表 示 を 提 供 す る 請 求 項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ が ロ ー カ ル 厨 房 ベ ー ス ス テ ー シ ョ ン で あ る 請 求 項 1に 記 載 の シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ が 制 御 セ ン タ ー に 配 置 さ れ て い る 請 求 項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ が 、 該 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 に 関 連 し た 、 少
な く と も 1個 の メ ッ セ ー ジ を 生 成 す る こ と が 可 能 で あ る 請 求 項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 少 な く と も 1個 の メ ッ セ ー ジ を 表 示 で き る 仮 想 デ ィ ス プ レ イ ・ モ ニ タ を さ ら に 備 え
て い る 請 求 項 11に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 記 憶 さ れ て い る 、 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 の 遂 行 に 関 連 し た 履 歴
情 報 を 含 ん で い る デ ー タ ベ ー ス を さ ら に 備 え て い る 請 求 項 1に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 記 憶 さ れ て い る 履 歴 情 報 が 、 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 の タ イ
プ ； 該 作 業 が 実 行 さ れ た 時 ； 前 記 作 業 を 実 行 す る 人 物 の 識 別 ； の 内 の 1つ ま た は そ れ 以 上
の 組 に 関 連 し た 情 報 を 含 ん で い る 請 求 項 13に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 食 品 準 備 で 使 用 す る 設 備 に 関 連 し た 手 作 業 に よ る 作 業 の 遂 行 を 自 動 的 に 確 認 す る た め の
方 法 で あ り 、
　 食 品 準 備 に 使 用 す る 少 な く と も 1台 の 設 備 を 備 え 、 前 記 1台 の 設 備 が マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ
・ ベ ー ス の 制 御 装 置 を 提 供 し ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 の 遂 行 に 関 連 す る パ ラ メ ー タ を 感 知
す る こ と が で き る 少 な く と も 1個 の セ ン サ を 提 供 し ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 の 遂 行 を 自 動 的 に 監 視 す る べ く 動 作
可 能 な 制 御 論 理 を 実 現 す る 制 御 コ ン ピ ュ ー タ を 提 供 し ；
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ と 、 前 記 少 な く と も 1台 の 設 備 お よ び セ ン サ の 一 方 ま た は 両 方 と
の 間 の 通 信 を 可 能 に す る 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 提 供 し ；
　 前 記 少 な く と も 1台 の 設 備 を 監 視 し ；
　 前 記 少 な く と も 1台 の 設 備 が 関 与 し た 該 少 な く と も 1つ の 手 作 業 に よ る 作 業 を 実 行 し ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 の 遂 行 を 感 知 す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ と 、 1台 ま た は そ れ 以 上 の 設 備 お よ び セ ン サ の 一 方 ま た は 両 方 と
の 間 の 通 信 の 少 な く と も 一 部 分 が 、 無 線 デ ー タ 送 信 に よ る も の で あ る 請 求 項 15に 記 載 の 方
法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 無 線 デ ー タ 送 信 の 少 な く と も 一 部 分 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 実 行 さ れ る 請 求 項 16に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が 、 通 信 の 少 な く と も 一 部 分 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 実 行 す る 請 求
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項 15に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 少 な く と も 1つ の 設 備 関 連 の 手 作 業 に よ る 作 業 に 関 連 し た 少 な く と も 1個 の メ ッ セ ー
ジ を 生 成 す る 段 階 を さ ら に 備 え て い る 請 求 項 15に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 少 な く と も 1個 の メ ッ セ ー ジ を 視 覚 デ ィ ス プ レ イ ・ モ ニ タ 上 に 表 示 す る 段 階 を さ ら
に 備 え る 請 求 項 19に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 調 理 済 み の 食 品 の 保 持 時 間 を 追 跡 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
　 所 定 の 保 持 時 間 を 有 す る 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 と ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 を 保 持 す る た め の 複 数 の 食 品 保 持 範 囲 と ；
　 制 御 コ ン ピ ュ ー タ と ；
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 実 現 さ れ る 制 御 論 理 と を 備 え 、 前 記 制 御 論 理 が 、 該 少 な
く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が い つ 切 れ る か を 決 定 す る べ く 動 作 可 能 で あ る シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 前 記 制 御 論 理 が さ ら に 、 該 少 な く と も 調 理 済 み 食 品 が 第 1食 品 保 持 範 囲 か ら 少 な く と も
第 2食 品 保 持 範 囲 へ 移 動 さ れ た か 否 か を 決 定 す る べ く 動 作 可 能 で あ る 、 請 求 項 21に 記 載 の
シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 制 御 論 理 が さ ら に 、 該 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 少 な く と も 第 2食 品 保 持 範 囲
へ の 移 動 を 記 憶 す る べ く 動 作 可 能 で あ る 、 請 求 項 22に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 制 御 論 理 が さ ら に 、 該 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が 経 過 す る と 期 限
切 れ 信 号 を 生 成 す る べ く 動 作 可 能 で あ る 、 請 求 項 21に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 前 記 期 限 切 れ 信 号 に 応 答 し て 、 該 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が 経 過 し た
旨 の 表 示 を 提 供 す る 視 聴 覚 表 示 を さ ら に 備 え て い る 、 請 求 項 24に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 前 記 制 御 論 理 が さ ら に 、 該 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み の 食 品 に バ ッ チ 識 別 番 号 を 指 定 す
る べ く 動 作 可 能 で あ る 、 請 求 項 22に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 前 記 食 品 が ど の 食 品 保 持 範 囲 に 移 動 さ れ た か を 識 別 す る た め の 、 前 記 少 な く と も 1つ の
調 理 済 み 食 品 の バ ッ チ 識 別 番 号 を 、 該 シ ス テ ム に 手 動 で 入 力 す る こ と を 可 能 に す る デ ー タ
入 力 手 段 を さ ら に 備 え て い る 請 求 項 22に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 前 記 デ ー タ 入 力 手 段 が 、 食 品 保 持 範 囲 に 対 応 し た キ ー パ ッ ド で あ る 請 求 項 27に 記 載 の シ
ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 前 記 バ ッ チ 識 別 番 号 の 少 な く と も 一 部 分 が 、 無 線 デ ー タ 送 信 に よ っ て 該 シ ス テ ム に 入 力
さ れ る 請 求 項 27に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 に 関 連 し た パ ラ メ ー タ を 測 定 す る セ ン サ を さ ら に 備
え て お り 、 前 記 セ ン サ が 、 該 パ ラ メ ー タ に 関 連 し た 信 号 を 該 制 御 コ ン ピ ュ ー タ 提 供 す る 請
求 項 22に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 前 記 パ ラ メ ー タ が 、 特 定 の 保 持 範 囲 に お け る 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 有 無
に 関 連 し て い る 請 求 項 30に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 前 記 パ ラ メ ー タ が 、 該 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 温 度 に 関 連 し て い る 請 求 項 30に
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記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 食 品 準 備 店 舗 に お い て 調 理 済 み 食 品 の 在 庫 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て ；
　 事 前 に 決 定 し た 保 持 時 間 を 有 す る 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 と ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 を 保 持 す る た め の 複 数 の 食 品 保 持 範 囲 と ；
　 制 御 コ ン ピ ュ ー タ と ；
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 実 現 さ れ る 制 御 論 理 と を 備 え 、 前 記 制 御 論 理 が 、 該 少 な
く と も 1つ の 食 品 の 保 持 時 間 が い つ 切 れ る か を 決 定 す る べ く 、 ま た 、 前 記 保 持 時 間 が い つ
切 れ る か に つ い て の 事 前 の 通 知 を 提 供 す る べ く 動 作 可 能 で あ る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 異 な る タ イ プ の 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 に 関 連 し た 事 前 の 通 知 の 回 数 が 、 前 記 制
御 論 理 が ア ク セ ス 可 能 な デ ー タ ベ ー ス に 記 憶 さ れ て い る 請 求 項 33に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 前 記 保 持 時 間 が い つ 切 れ る か を 表 す 事 前 の 通 知 メ ッ セ ー ジ 信 号 を 生 成 す る べ く 動 作 可 能
な 前 記 制 御 論 理 を さ ら に 備 え る 請 求 項 33に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
　 前 記 事 前 の 通 知 メ ッ セ ー ジ 信 号 に 応 答 可 能 な 視 聴 覚 表 示 が 、 該 保 持 時 間 が い つ 切 れ る か
を 示 す 事 前 の 表 示 を 提 供 す る 請 求 項 35に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
　 前 記 制 御 論 理 が 、 さ ら に 多 く の 量 の 少 な く と も 1つ の 食 品 を 調 理 す る た め に 、 信 号 を 生
成 す る べ く 動 作 可 能 で あ る 請 求 項 33に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ８ 】
　 前 記 事 前 の 通 知 メ ッ セ ー ジ 信 号 に 応 答 し て 、 該 保 持 時 間 が い つ 切 れ る か に つ い て の 事 前
の 表 示 を 提 供 す る 視 聴 覚 表 示 を さ ら に 備 え て い る 、 請 求 項 37に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ９ 】
　 制 御 論 理 を さ ら に 備 え て お り 、 前 記 制 御 論 理 が 、 保 持 時 間 が も う す ぐ 切 れ る 該 少 な く と
も 1つ よ り も 多 く の 調 理 済 み 食 品 が 、 使 用 可 能 で あ る か 、 ま た は 該 食 品 準 備 店 舗 内 の 別 の
場 所 で 調 理 中 で あ る か を 決 定 す る べ く 動 作 可 能 で あ る 、 請 求 項 33に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ ０ 】
　 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 を 追 跡 す る 方 法 で あ っ て 、
　 保 持 時 間 が 事 前 に 決 定 さ れ て い る 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 を 提 供 し ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 を 保 持 す る た め の 複 数 の 食 品 保 持 範 囲 を 提 供 し ；
　 制 御 コ ン ピ ュ ー タ を 提 供 し ；
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 実 現 さ れ る 制 御 論 理 を 提 供 し 、 前 記 制 御 論 理 が 、 該 少 な
く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が い つ 切 れ る か を 決 定 す る べ く 動 作 可 能 で あ り ；
前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が い つ 切 れ る か を 決 定 す る 方 法 。
【 請 求 項 ４ １ 】
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の バ ッ チ 識 別 番 号 を 該 制 御 コ ン ピ ュ ー タ に 手 作 業 で
入 力 す る た め の デ ー タ 入 力 手 段 の 提 供 を さ ら に 備 え て い る 、 請 求 項 40に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ２ 】
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 が 、 第 1食 品 保 持 範 囲 か ら 、 少 な く と も 第 2食 品 保 持
範 囲 へ 移 動 さ れ た か 否 か に つ て の 決 定 を さ ら に 備 え て い る 請 求 項 41に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ３ 】
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が 切 れ た 旨 の メ ッ セ ー ジ の 表 示 を さ ら に
備 え る 請 求 項 40に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ４ 】
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 へ の バ ッ チ 識 別 番 号 の 指 定 を さ ら に 備 え る 請 求 項 40
に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ５ 】
　 食 品 準 備 店 舗 に お い て 調 理 済 み 食 品 の 在 庫 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
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　 事 前 に 決 定 し た 保 持 時 間 を 有 す る 少 な く と も 1つ の 食 品 を 提 供 し ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 を 保 持 す る た め の 複 数 の 食 品 保 持 範 囲 を 提 供 し ；
　 制 御 コ ン ピ ュ ー タ を 提 供 し ；
　 前 記 制 御 コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 実 現 さ れ る 制 御 論 理 を 提 供 し 、 前 記 制 御 論 理 が 、 該 少 な
く と も 1つ の 食 品 の 保 持 時 間 が 経 過 す る 時 刻 を 決 定 し 、 該 保 持 時 間 が 経 過 す る 時 刻 に つ い
て の 事 前 の 通 知 を 提 供 す る べ く 動 作 可 能 で あ り ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が 経 過 す る 時 刻 を 決 定 し ；
　 前 記 少 な く と も 1つ の 食 品 の 保 持 時 間 が 経 過 す る 時 刻 に つ い て の 事 前 の 通 知 を 提 供 す る
方 法 。
【 請 求 項 ４ ６ 】
　 さ ら に 、 該 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 の 保 持 時 間 が 経 過 す る 前 に 、 こ れ と 同 じ 食 品
を さ ら に 多 く 調 理 す る よ う に 、 食 品 準 備 店 舗 の 従 業 員 に 通 知 を 行 う 請 求 項 45に 記 載 の 方 法
。
【 請 求 項 ４ ７ 】
　 保 持 時 間 が ほ ぼ 経 過 し つ つ あ る 前 記 少 な く と も 1つ の 調 理 済 み 食 品 と 同 じ 食 品 の さ ら な
る 量 を 使 用 可 能 で あ る 、 ま た は 、 該 食 品 準 備 店 舗 の 別 の 場 所 に て 調 理 中 で あ る か 否 か を 決
定 す る 請 求 項 45に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ８ 】
　

　
　

　

　

【 請 求 項 ４ ９ 】
　

【 請 求 項 ５ ０ 】
　

【 請 求 項 ５ １ 】
　

【 請 求 項 ５ ２ 】
　

【 請 求 項 ５ ３ 】
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少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 動 作 ま た は メ ン テ ナ ン ス を 監 視 す る 通 信 シ ス テ ム で あ っ て
、

制 御 セ ン タ ー と ；
該 制 御 セ ン タ ー に 動 作 接 続 さ れ 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 に 関 係 す る デ ー タ を 含

む デ ー タ ベ ー ス と ；
前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 を 該 制 御 セ ン タ ー に 相 互 接 続 す る 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク と ；

を 備 え 、
該 シ ス テ ム は 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 動 作 ま た は メ ン テ ナ ン ス に 関 す る デ ー

タ に 応 じ て 、 当 該 機 器 に 対 す る サ ー ビ ス 作 業 で 生 じ る メ ッ セ ー ジ を 生 成 し 、 そ の よ う な サ
ー ビ ス 作 業 の 終 了 で 、 ユ ー ザ の 金 融 機 関 か ら サ ー ビ ス を 提 供 し て い る 機 関 の 金 融 口 座 へ 当
該 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 特 定 の 1つ の サ ー ビ ス に 関 係 し た 預 金 の 送 信 を 引 き 起 こ す 、
経 理 ま た は 請 求 シ ス テ ム の う ち の 少 な く と も 1つ に 送 信 さ れ る 第 ２ の メ ッ セ ー ジ を 生 成 す
る 。

さ ら に 修 理 車 両 を 有 し 、 該 修 理 車 両 は 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の メ ン テ ナ ン ス
に 関 し て の デ ー タ に 応 じ て 当 該 修 理 車 両 を 派 遣 す る 前 記 制 御 セ ン タ ー と 通 信 す る 、
請 求 項 48に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

修 理 は 前 記 修 理 車 両 を 派 遣 す る こ と の 結 果 と し て 実 行 さ れ 、 請 求 デ ー タ は 当 該 修 理 に 対
す る 請 求 で あ る 、
請 求 項 48に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 動 作 ま た は メ ン テ ナ ン ス に 関 す る デ ー タ は 、 前 記 少 な く と
も 1つ の 厨 房 機 器 の 性 能 劣 化 の 監 視 で あ る 、
請 求 項 48に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 が 所 定 の レ ベ ル を 超 え る な ら ば 、 前 記 少 な く と も 1つ の
厨 房 機 器 で 表 示 さ れ る メ ッ セ ー ジ を 生 じ さ せ る 、
請 求 項 51に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 が 所 定 の レ ベ ル を 超 え る と き 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨
房 機 器 を 使 用 不 能 に す る 、



【 請 求 項 ５ ４ 】
　

【 請 求 項 ５ ５ 】
　

【 請 求 項 ５ ６ 】
　

【 請 求 項 ５ ７ 】
　

【 請 求 項 ５ ８ 】
　

【 請 求 項 ５ ９ 】
　

　
　

　

　

【 請 求 項 ６ ０ 】
　

【 請 求 項 ６ １ 】
　

【 請 求 項 ６ ２ 】
　

【 請 求 項 ６ ３ 】
　

【 請 求 項 ６ ４ 】
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請 求 項 51に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 を 補 う た め に 当 該 厨 房 機 器 の 操 作 上 の パ ラ メ ー タ を 変 更
す る よ う に 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 と 通 信 す る 、
請 求 項 51に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る 、
請 求 項 48に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー 及 び 前 記 厨 房 機 器 と 通 信 す る た め の ハ ン ド ヘ ル ド 型 端 末 を さ ら に 備 え
て い る 、
請 求 項 48に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 に 対 す る メ ン テ ナ ン ス の 終 了 状 態
で 、 請 求 書 を 作 成 し 、 前 記 ハ ン ド ヘ ル ド 型 端 末 へ 送 信 す る 、
請 求 項 56に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 デ ー タ は 、 厨 房 機 器 に 関 係 し た シ リ ア ル 番 号 を 含 ん で い る 、
請 求 項 48に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 動 作 ま た は メ ン テ ナ ン ス を 監 視 す る 通 信 シ ス テ ム で あ っ て
、

制 御 セ ン タ ー と ；
少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 に 対 す る 経 理 や 請 求 書 の デ ー タ の う ち の 少 な く と も 1つ を 含 み

、 該 制 御 セ ン タ ー に 有 効 に 通 信 接 続 さ れ た デ ー タ ベ ー ス と ；
前 記 少 な く と も １ つ の 厨 房 機 器 を 前 記 制 御 セ ン タ ー に 相 互 接 続 す る 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク と

；
を 備 え 、

前 記 シ ス テ ム は 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 動 作 ま た は メ ン テ ナ ン ス に 関 す る デ
ー タ に 応 じ て 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 に 対 す る 経 理 や 請 求 書 の 報 告 の う ち の 少 な
く と も 1つ を 作 成 し 、 前 記 通 信 シ ス テ ム は 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の サ ー ビ ス に 関 係 し た
費 用 を ユ ー ザ の 金 融 口 座 に 請 求 す る 。

さ ら に 修 理 車 両 を 有 し 、 該 修 理 車 両 は 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の メ ン テ ナ ン ス
に 関 し て の デ ー タ に 応 じ て 当 該 修 理 車 両 を 派 遣 す る 前 記 制 御 セ ン タ ー と 通 信 す る 、
請 求 項 59に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

修 理 は 前 記 修 理 車 両 を 派 遣 す る こ と の 結 果 と し て 実 行 さ れ 、 請 求 デ ー タ は 当 該 修 理 に 対
す る 請 求 で あ る 、
請 求 項 59に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 動 作 ま た は メ ン テ ナ ン ス に 関 す る デ ー タ は 、 前 記 少 な く と
も 1つ の 厨 房 機 器 の 性 能 劣 化 の 監 視 で あ る 、
請 求 項 59に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 が 所 定 の レ ベ ル を 超 え る な ら ば 、 前 記 少 な く と も 1つ の
厨 房 機 器 で 表 示 さ れ る メ ッ セ ー ジ を 生 じ さ せ る 、
請 求 項 62に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 が 所 定 の レ ベ ル を 超 え る と き 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨



【 請 求 項 ６ ５ 】
　

【 請 求 項 ６ ６ 】
　

【 請 求 項 ６ ７ 】
　

【 請 求 項 ６ ８ 】
　

【 請 求 項 ６ ９ 】
　

【 請 求 項 ７ ０ 】
　

　
　

　
　

【 請 求 項 ７ １ 】
　

【 請 求 項 ７ ２ 】
　

【 請 求 項 ７ ３ 】
　

。
【 請 求 項 ７ ４ 】
　

【 請 求 項 ７ ５ 】
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房 機 器 を 使 用 不 能 に す る 、
請 求 項 62に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 を 補 う た め に 当 該 厨 房 機 器 の 操 作 上 の パ ラ メ ー タ を 変 更
す る よ う に 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 と 通 信 す る 、
請 求 項 62に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る 、
請 求 項 59に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー 及 び 前 記 厨 房 機 器 と 通 信 す る た め の ハ ン ド ヘ ル ド 型 端 末 を さ ら に 備 え
て い る 、
請 求 項 59に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 に 対 す る メ ン テ ナ ン ス の 終 了 状 態
で 、 請 求 書 を 作 成 し 、 前 記 ハ ン ド ヘ ル ド 型 端 末 へ 送 信 す る 、
請 求 項 67に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

前 記 デ ー タ は 、 厨 房 機 器 に 関 係 し た シ リ ア ル 番 号 を 含 ん で い る 、
請 求 項 59に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。

そ れ ぞ れ が 通 信 シ ス テ ム を 横 切 っ て 制 御 セ ン タ ー に そ れ ら の 動 作 状 況 に 関 係 し た デ ー タ
を 送 受 信 す る 厨 房 機 器 の た め の 、 請 求 、 経 理 、 診 断 情 報 の う ち の 少 な く と も 1つ を 処 理 す
る た め の 方 法 で あ り 、

所 定 の 状 況 の 発 生 で 特 定 の 厨 房 機 器 の サ ー ビ ス を 初 期 化 す る ス テ ッ プ ；
そ れ に よ っ て 修 理 の 請 求 書 を 作 り 出 せ る よ う に 当 該 特 定 の 厨 房 機 器 に 関 す る 情 報 を 制 御

セ ン タ ー か ら 検 索 す る ス テ ッ プ ；
当 該 特 定 の 厨 房 機 器 に つ い て 前 記 制 御 セ ン タ ー か ら 請 求 情 報 を 検 索 す る ス テ ッ プ ；
請 求 情 報 を 、 通 信 シ ス テ ム 、 ユ ー ザ の 金 融 口 座 か ら 修 理 を 実 行 す る 機 関 の 金 融 口 座 へ 特

定 の 厨 房 機 器 の 修 理 の た め の 資 金 を 電 子 的 に 送 信 す る Ｐ Ｏ Ｓ シ ス テ ム に 伝 送 す る ス テ ッ プ
；
を 有 す る 。

前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の メ ン テ ナ ン ス に 関 し て の デ ー タ に 応 答 し て 、 修 理 車 両
を 派 遣 す る 制 御 セ ン タ ー と 通 信 し て 修 理 車 両 を 提 供 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 、
請 求 項 70に 記 載 の 方 法 。

前 記 修 理 車 両 を 派 遣 す る こ と の 結 果 と し て 修 理 を 実 行 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 し 、 請 求
デ ー タ は 修 理 に 対 す る 請 求 で あ る 、
請 求 項 70に 記 載 の 方 法 。

前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 の 性 能 劣 化 を 監 視 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 、
請 求 項 70に 記 載 の 方 法

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 が 所 定 の レ ベ ル を 超 え る な ら ば 、 前 記 少 な く と も 1つ の
厨 房 機 器 で 表 示 さ れ る メ ッ セ ー ジ を 生 じ さ せ る 、
請 求 項 73に 記 載 の 方 法 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 が 所 定 の レ ベ ル を 超 え る と き 、 前 記 少 な く と も 1つ の 厨
房 機 器 を 使 用 不 能 に す る 、
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請 求 項 73に 記 載 の 方 法 。

前 記 制 御 セ ン タ ー は 、 性 能 劣 化 を 補 う た め に 当 該 厨 房 機 器 の 操 作 上 の パ ラ メ ー タ を 変 更
す る よ う に 前 記 少 な く と も 1つ の 厨 房 機 器 と 通 信 す る 、
請 求 項 73に 記 載 の 方 法 。

前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る 、
請 求 項 70に 記 載 の 方 法 。

前 記 制 御 セ ン タ ー 及 び 前 記 厨 房 機 器 と ハ ン ド ヘ ル ド 型 端 末 に よ っ て 通 信 す る ス テ ッ プ を
さ ら に 有 す る 、
請 求 項 70に 記 載 の 方 法 。

実 行 さ れ た サ ー ビ ス に 応 じ て 経 理 、 請 求 、 及 び メ ン テ ナ ン ス の う ち の 少 な く と も 1つ を
更 新 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 、
請 求 項 70に 記 載 の 方 法 。

前 記 制 御 セ ン タ ー が 、 前 記 ハ ン ド ヘ ル ド 型 端 末 に 、 前 記 厨 房 機 器 の メ ン テ ナ ン ス 及 び 修
理 の う ち の 少 な く と も 1つ を 実 行 す る た め の ソ フ ト ウ ェ ア を 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有
す る 、
請 求 項 76に 記 載 の 方 法 。

前 記 少 な く と も １ つ の 厨 房 機 器 に つ い て の 、 支 払 い 履 歴 、 メ ン テ ナ ン ス 履 歴 、 機 器 部 品
在 庫 、 顧 客 デ ー タ 、 修 理 履 歴 、 故 障 履 歴 、 及 び 保 証 記 録 の う ち の 少 な く と も 1つ を 、 デ ー
タ ベ ー ス に 記 憶 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 、
請 求 項 76に 記 載 の 方 法 。
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